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公文書管理法の施行状況 

（公文書管理制度の周知（行政機関の取組）） 
 

 

公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。）

の施行（平成23年４月１日）に伴う、各行政機関における公文書管理に係る各種規程類の

整備状況、職員等に対する公文書管理制度の周知状況及び研修等の実施状況について調査

を行った。調査結果は以下のとおり。 

 

 

１ 文書管理に関する規程類の整備状況 

公文書管理法第10条第１項において、行政機関の長は、行政文書の管理に関する定め

（以下「行政文書管理規則」という。）を設けなければならないとされている。 

また、「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成23年４月１日内閣総理大臣決定。

以下「ガイドライン」という。）第５「１ 行政文書ファイル保存要領」においては、

総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう、文書の媒体(紙・

電子)に応じた保存場所、文書引継手続等について、行政文書ファイル保存要領を作成

するものとされている。 

これらを踏まえ、各行政機関において制定されている行政文書管理規則、同細則、行

政文書ファイル保存要領その他の行政文書の管理に関する規程類等の整備状況を調査

した。 

 

【調査結果（表１）】 

全ての行政機関(41機関)において行政文書管理規則が整備され、36機関では行政文書

ファイル保存要領も整備済みとなっている。 

また、行政文書管理規則に基づく細則（行政文書管理規則に規定される事項を、必要

に応じて、さらに詳細かつ具体的に規定する規程類）、文書管理の点検・監査要領（文

書管理の点検・監査に係る実施要領）、文書管理マニュアル（行政文書のファイルの仕

方、背表紙の表記方法、帳簿への記載要領など、文書管理に係る具体的な作業手順等を

職員向けに整理したマニュアル）などを整備している状況もみられた。 

 

表１ 文書管理に関する規程類の整備状況 

区 分 
行政文書 

管理規則 

行政文書 

ファイル 

保存要領 

行政文書 

管理規則に

基づく細則

点検・監査 

要領 

文書管理 

マニュアル

行政機関数 ４１ ３６ ３４ ２０ １４ 

  (注)  平成23年８月19日現在。 

 

資料 １―２ 
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２ 文書管理制度の周知状況 

公文書管理法の適切な運用のためには、日常的に文書を管理する職員に制度を十分周

知することが必要である。 

このため、公文書管理法の施行に伴い、各行政機関において実施した職員等への公文

書管理制度の周知徹底の状況を調査した。 

 

【調査結果（表２）】 

公文書管理法の施行に伴い、各行政機関において実施された公文書管理制度の周知の

状況をみると、「公文書等による通知」、「伝達会議等の開催」、「文書管理研修等の実施」

等の方法により、全ての行政機関において職員に対する制度周知が行われている。 

また、多くの行政機関で複数の方法により周知徹底を図っている状況がみられる。 

 

表２ 文書管理制度の周知状況 

行政機関名 公文書等

の通知 

文書管理マ

ニュアル等

の配布 

伝達会議等

の開催 

文書管理研

修等の実施 

その他の

周知 

内閣官房 ○ ○ ○  ○ 

内閣法制局 ○  ○  ○ 

国家公務員制度改革推進本部     ○ 

東日本大震災復興対策本部     ○ 

人事院  ○ ○ ○ ○ 

内閣府  ○  ○  

宮内庁 ○   ○ ○ 

公正取引委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 

国家公安員会 ○ ○ ○ ○ ○ 

警察庁 ○ ○ ○ ○ ○ 

金融庁 ○  ○ ○ ○ 

消費者庁     ○ 

総務省   ○  ○ 

公害等調整委員会 ○ ○ ○  ○ 

消防庁 ○ ○ ○ ○  

法務省 ○ ○ ○ ○ ○ 

公安審査委員会 ○   ○  

公安調査庁 ○ ○ ○   

検察庁 ○ ○ ○ ○ ○ 

外務省 ○ ○  ○ ○ 

財務省 ○ ○ ○ ○ ○ 

国税庁 ○  ○ ○ ○ 
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文部科学省 ○ ○ ○ ○  

文化庁 ○ ○ ○ ○  

厚生労働省 ○ ○ ○ ○ ○ 

中央労働委員会 ○  ○  ○ 

農林水産省 ○ ○ ○ ○ ○ 

林野庁 ○ ○ ○ ○ ○ 

水産庁 ○ ○ ○ ○ ○ 

経済産業省  ○ ○ ○ ○ 

資源エネルギー庁  ○ ○ ○ ○ 

特許庁  ○ ○ ○ ○ 

中小企業庁  ○ ○ ○ ○ 

国土交通省 ○ ○ ○ ○ ○ 

運輸安全委員会     ○ 

観光庁  ○    

気象庁 ○ ○ ○ ○ ○ 

海上保安庁 ○ ○  ○ ○ 

環境省  ○ ○ ○ ○ 

防衛省 ○ ○ ○ ○ ○ 

会計検査院 ○   ○ ○ 

(注)１ 平成23年８月19日現在。 

  ２ 「その他の周知」は、主に、全職員への一斉メール送信による周知やイントラネットへ

の文書管理関係規程類、マニュアル等の掲載による周知といった方法によるものである。 

 

 

３ 文書管理に係る職員研修の実施状況 

公文書管理法第32条第１項において、行政機関の長は、当該行政機関の職員に対し、

公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向

上させるために必要な研修を行うこととされている。 

また、ガイドライン第９「２ 研修への参加」においては、文書管理者は、総括文書

管理者及び独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に

参加させなければならないとされている。 

これらを踏まえ、公文書管理法の施行前後において、各行政機関において自ら実施し

た研修又は独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研修への職員派遣の実

施状況について調査を行った。 

 

【調査結果（表３）】 

公文書管理法の施行前後の職員研修の実施状況をみると以下のとおり。 

①法施行前（平成23年１月４日～同年３月31日） 

30の行政機関において、延べ1,390回の研修が実施され、延べ人数で61,178人の職

員が参加 
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②法施行後（平成23年４月１日～同年８月19日） 

37の行政機関において、延べ1,053回の研修が実施され、延べ人数で20,732人の職

員が参加 

 ③今後の予定（平成23年８月20日～） 

31の行政機関においては、今後、延べ1,477回程度の研修が予定されており、これ

らの研修には延べ80,782人の職員が参加予定 

 

表３ 文書管理に係る研修の実施状況 

区 分 法施行前 法施行後 今後の予定

実施行政機関数（機関） ３０ ３７  ３１ 

研修実施・派遣延べ回数（回） 1,390 1,053  1,477 

 新規採用研修 97 192  58 

文書管理者研修 161 252  191 

他の行政機関等で行う研修 43 56  19 

国立公文書館が行う研修 10 52  45 

その他の研修 1,079 501  1,164 

参加延べ人数（人） 61,178 20,732  80,782 

(注)１ 「法施行前」は、平成23年１月４日～同年３月31日の期間の実績。 
「法施行後」は、平成23年４月１日～同年８月19日の期間の実績。 
「今後の予定」は、平成23年８月20日以降の予定。 

２ 「その他の研修」は、主に、「職員研修」、「セキュリティ研修」、「文書管理シス
テム研修」、「一元的文書管理システム操作研修」等がある。 

 

 

４ 文書管理の改善に関する取組状況 

 

文書管理業務については、自らの行政機関の実態を十分に把握・評価するとともに、

工夫された様々な取組や優良事例を踏まえて、その在り方を再検討し、改善を進める必

要がある。公文書管理法の施行に伴い、各行政機関において特に行った文書管理の改善

に関する取組について調査したところ、以下のような積極的な取組があった。 

 

【具体例】 

○ 警察庁では、局内の行政文書に対する監査に向けて、局内の文書管理者による自

主点検を実施し、その点検に対する具体的な手法を確立するために、平成23年６月

２日から１か月間にわたり、文書取扱担当者等に対する点検手法等の調査確認の作

業を実施した。また、文書点検及び監査の実施に際して、実効性を高めるため、独

自資料「行政文書管理状況に関する点検の着眼点」を作成し、局内各課に配布した。 
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○ 警察庁では、文書管理業務主管課担当者卓上電話を文書管理に関する質疑受付窓

口として局内に周知し、個別の質疑に対応することとした。また、多く寄せられた

質疑をまとめて「Ｑ＆Ａ」形式の資料を作成し、各課に配付するとともにイントラ

ネット上に掲示した。 

○ 財務省では、職員向けに財務省行政文書管理規則の趣旨・意義や実務上の留意点

を解説したマニュアル「行政文書の管理に関するガイドライン（財務本省）」、「文

書管理の手引き（財務局）」、「文書管理の手引き（税関）」を作成し、職員が遵守す

べき規範を一覧できるようにした。 

○ 文部科学省では、行政文書の分類について各課の参考とするため、文部科学省行

政文書管理規則別表第一を基に各課における分類のサンプルを作成し周知を行っ

た。 

○ 経済産業省では、省内における適正な文書管理を推進するため、大臣官房情報シ

ステム厚生課内に「公文書管理ヘルプデスク」を開設し、公文書管理法及び行政文

書管理に関する問い合わせ等に対応できるよう体制の整備を図った。 

また、省内におけるレコードスケジュールの付与及び確認等作業の円滑かつ効率

的な実施に資するよう、大臣官房情報システム厚生課内に専門チームを整備し、こ

うした体制・指示系統の確立により、現在、計画的かつ効果的な作業を実施中。 

○ 国土交通省では、職員向けの行政文書管理規則マニュアルを作成し、省内（外局

も含む）に配布するとともに、イントラネットに掲載し周知を行った。 

○ 防衛省では、「公文書管理法に基づく行政文書管理マニュアル」を作成・配布する

とともに、防衛省行政文書管理規則（平成23年防衛省訓令第15号）に基づいた文

書管理に関する研修を実施することにより、職員への周知徹底を図っている。 


